
5 － 鳥谷部　茂先生略歴及び業績
　
　
　
　
　

鳥
谷
部  

茂
先
生
略
歴
及
び
業
績

昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
三
日
生

〈
学
　
　
歴
〉

昭
和
四
十
七
年　

四
月　
　
　
　
　

法
政
大
学
法
学
部
法
律
学
科　

入
学

昭
和
五
十
一
年　

三
月　
　
　
　
　

法
政
大
学
法
学
部
法
律
学
科　

卒
業

昭
和
五
十
一
年　

四
月　
　
　
　
　

筑
波
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
学
専
攻
博
士
課
程　

入
学

昭
和
五
十
六
年　

三
月　
　
　
　
　

筑
波
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
学
専
攻
博
士
課
程　

修
了
（
法
学
博
士
）

〈
職
　
　
歴
〉

昭
和
五
十
六
年　

四
月　
　
　
　
　

近
畿
大
学
法
学
部
専
任
講
師

昭
和
六
十
二
年　

三
月　
　
　
　
　

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
へ
出
張
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
ま
で
）

昭
和
六
十
二
年　

四
月　
　
　
　
　

近
畿
大
学
法
学
部
助
教
授

平
成　
　

三
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
法
学
部
助
教
授

平
成　
　

三
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
律
学
専
攻
担
当

平
成　
　

四
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
法
学
部
教
授
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平
成　

十
六
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
（
法
科
大
学
院
）
教
授

平
成　

十
九
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
政
シ
ス
テ
ム
専
攻
教
授

平
成　

十
九
年　

四
月　
　
　
　
　

  

広
島
大
学
大
学
院
社
会
科
学
研
究
科
法
政
シ
ス
テ
ム
専
攻
政
策
法
務
講
座
主
任
（
平
成
二
十
二
年
三

月
ま
で
）

平
成　

二
十
年　

四
月　
　
　
　
　

放
送
大
学
広
島
学
習
セ
ン
タ
ー
客
員
教
員
（
平
成
二
十
五
年
三
月
ま
で
）

平
成　

三
十
年　

三
月　
　
　
　
　

定
年
に
よ
り
退
職

平
成　

三
十
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
名
誉
教
授

平
成　

三
十
年
十
一
月　
　
　
　
　

弁
護
士
登
録
（
広
島
弁
護
士
会
）

〈
社
会
に
お
け
る
活
動
〉

平
成　
　

五
年　

十
月　
　
　
　
　

東
広
島
市
公
文
書
公
開
審
査
会
委
員
（
平
成
十
二
年
九
月
ま
で
）

平
成　
　

六
年　

七
月　
　
　
　
　

西
条
第
一
土
地
区
画
整
理
審
議
会
委
員
（
平
成
十
二
年
六
月
ま
で
）

平
成　
　

六
年　

十
月　
　
　
　
　

広
島
県
消
費
者
苦
情
処
理
委
員
会
委
員
（
平
成
十
八
年
九
月
ま
で
）

平
成　
　

七
年　

九
月　
　
　
　
　

広
島
県
公
務
災
害
補
償
等
認
定
委
員
会
委
員
（
平
成
二
十
年
八
月
ま
で
）

平
成　
　

八
年
十
一
月　
　
　
　
　

広
島
県
公
文
書
公
開
審
査
会
委
員
（
平
成
九
年
八
月
ま
で
）

平
成　

十
一
年　

五
月　
　
　
　
　

広
島
欠
陥
住
宅
問
題
研
究
会
代
表
（
平
成
二
十
一
年
三
月
ま
で
）

平
成　

十
一
年　

九
月　
　
　
　
　

消
費
者
契
約
法
を
考
え
る
市
民
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
広
島
代
表
幹
事
（
平
成
十
五
年
三
月
ま
で
）

平
成　

十
三
年
十
一
月　
　
　
　
　

広
島
県
加
計
町
情
報
公
開
審
査
会
委
員
（
平
成
十
六
年
十
一
月
ま
で
）
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平
成　

十
五
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
県
住
宅
管
理
審
議
会
委
員
（
平
成
二
十
八
年
三
月
ま
で
）

平
成　

十
八
年　

四
月　
　
　
　
　

国
土
交
通
省
中
国
地
方
整
備
局
・
入
札
監
視
委
員
会
委
員
（
平
成
二
十
三
年
三
月
ま
で
）

平
成
二
十
二
年　

六
月　
　
　
　
　

広
島
大
学
生
活
協
同
組
合
理
事
（
平
成
二
十
六
年
五
月
ま
で
）

平
成
二
十
二
年　

七
月　
　
　
　
　

広
島
県
収
用
委
員
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
二
年
十
二
月　
　
　
　
　

科
学
研
究
費
委
員
会
第
一
段
階
審
査
委
員
（
平
成
二
十
四
年
十
一
月
ま
で
）

平
成
二
十
五
年　

十
月　
　
　
　
　

広
島
県
土
地
利
用
審
査
委
員
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
六
年　

一
月　
　
　
　
　
（
公
財
）
交
通
事
故
紛
争
処
理
セ
ン
タ
ー
審
査
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
七
年　

一
月　
　
　
　
　

広
島
市
消
費
生
活
審
議
会
委
員
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
七
年　

六
月　
　
　
　
　

広
島
県
公
共
工
事
入
札
監
視
委
員
会
委
員
（
平
成
二
十
九
年
六
月
ま
で
）

平
成
二
十
九
年　

三
月　
　
　
　
　

広
島
市
消
費
者
審
議
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

平
成
二
十
九
年　

四
月　
　
　
　
　

広
島
県
収
用
委
員
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）

〈
所
属
学
会
〉

日
本
私
法
学
会

日
本
土
地
法
学
会

　

平
成　

十
五
年　

十
一
月　
　
　
　
　

日
本
土
地
法
学
会
理
事

　

平
成
二
十
九
年　
　

十
月　
　
　
　
　

日
本
土
地
法
学
会
理
事
長
（
令
和
元
年
十
月
ま
で
）

　

令
和　
　

元
年　
　

十
月　
　
　
　
　

日
本
土
地
法
学
会
会
長
（
現
在
に
至
る
）
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日
本
法
社
会
学
会

信
託
法
学
会

比
較
法
学
会

　

平
成　

十
九
年　
　

六
月　
　
　
　
　

比
較
法
学
会
理
事
（
平
成
三
十
年
六
月
ま
で
）

金
融
法
学
会

農
業
法
学
会

日
本
消
費
者
法
学
会

　

平
成　

二
十
年　

十
一
月　
　
　
　
　

日
本
消
費
者
法
学
会
理
事
（
現
在
に
至
る
）

中
四
国
法
政
学
会

　

平
成　

十
五
年　
　

九
月　
　
　
　
　

中
四
国
法
政
学
会
代
表
（
平
成
十
八
年
十
月
ま
で
）
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主
要
著
作
及
び
論
文
目
録

一
　
著
書
（
単
著
・
共
著
・
編
書
）

　
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年

担
保
物
権
法
（
椿
寿
夫
編
、
分
担
執
筆
） …
…
…
…
…
…
…
法
律
文
化
社

　
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年

債
権
総
論
（
山
口
純
夫
編
、
分
担
執
筆
） …
…
…
…
…
…
…
…
青
林
書
院

　
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年

民
法
Ⅰ
（
総
則
・
物
権
・
担
保
物
権
・
親
族
・
相
続
）（
下
森
定
＝
半
田

正
夫
編
、
分
担
執
筆
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
日
本
評
論
社

　
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年

ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
民
法
Ⅱ
物
権
法
（
伊
藤
進
編
、
分
担
執
筆
） …
北
樹
出
版

　
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年

導
入
対
話
に
よ
る
民
法
講
義
（
物
権
）（
松
井
宏
興
・
橋
本
恭
宏
・
遠
藤

研
一
郎
・
太
矢
一
彦
と
共
著
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
不
磨
書
房

演
習
ノ
ー
ト
民
法
総
則
・
物
権
法
〔
全
訂
版
〕（
三
和
一
博
編
、分
担
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
書
院

　
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年

民
法
Ⅱ
【
物
権
】（
平
井
一
雄
編
、
分
担
執
筆
）…
…
…
…
…
…
青
林
書
院

マ
ル
シ
ェ
物
権
法
・
担
保
物
権
法
（
宮
本
健
蔵
編
、
分
担
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嵯
峨
野
書
院

　
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年

消
費
者
法
（
山
田
延
廣
と
共
編
著
） …
…
…
…
…
…
…
…
大
学
教
育
出
版

　
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年

新
版
マ
ル
シ
ェ
物
権
法
・
担
保
物
権
法
（
宮
本
健
蔵
編
、
分
担
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嵯
峨
野
書
院

演
習
ノ
ー
ト
民
法
総
則
・
物
権
法
〔
全
訂
第
二
版
〕（
三
和
一
博
編
、
分

担
執
筆
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
書
院

　
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年

導
入
対
話
に
よ
る
民
法
講
義
（
物
権
）﹇
第
２
版
﹈（
松
井
宏
興
・
橋
本
恭

宏
・
遠
藤
研
一
郎
・
太
矢
一
彦
と
共
著
） …
…
…
…
…
…
…
…
不
磨
書
房

ホ
ー
ン
ブ
ッ
ク
民
法
Ⅱ
物
権
法
〔
改
訂
版
〕（
伊
藤
進
編
、
分
担
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
北
樹
出
版

　
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年

演
習
ノ
ー
ト
民
法
総
則
・
物
権
法
〔
第
５
版
〕（
三
和
一
博
＝
橋
本
恭
宏
編
、

分
担
執
筆
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
書
院

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年

非
典
型
担
保
の
法
理
（
学
術
選
書
23
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
信
山
社

現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
Ⅲ
（
片
木
晴
彦
・
三
井
正
信
・
田
邊
誠
と
共
編
、

「
新
た
な
法
人
制
度
の
仕
組
み
と
法
律
関
係
」
担
当
執
筆
）…
…
…
成
文
堂

　
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年

消
費
者
法
（
第
2
版
）（
山
田
延
廣
と
共
編
著
）…
…
…
…
大
学
教
育
出
版

　
平
成
二
十
三
（
二
〇
一
一
）
年

マ
ル
シ
ェ
物
権
法
・
担
保
物
権
法
﹇
第
2
版
﹈（
宮
本
健
蔵
編
、分
担
執
筆
）
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嵯
峨
野
書
院

　
平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年

は
じ
め
て
の
環
境
法
（
横
山
信
二
・
伊
藤
浩
編
著
、
村
上
博
・
堀
田
親
臣
・

廣
瀬
肇
・
山
田
健
吾
と
共
著
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嵯
峨
野
書
院

現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
Ⅳ
（
片
木
晴
彦
・
三
井
正
信
・
田
邊
誠
と
共
編
、

「
同
時
死
亡
の
推
定
」
担
当
執
筆
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
成
文
堂

　
平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年

マ
ル
シ
ェ
物
権
法
・
担
保
物
権
法
﹇
第
３
版
﹈（
宮
本
健
蔵
編
、分
担
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
嵯
峨
野
書
院

　
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年

ツ
ー
ス
テ
ッ
プ
民
法
1
総
則
（
田
村
耕
一
と
共
編
） …
…
…
…
…
信
山
社

　
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年

金
融
担
保
の
法
理
（
学
術
選
書
38
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
信
山
社

二
　
論
文

　
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
）
年

権
利
担
保
論
序
説
―
権
利
譲
渡
担
保
の
前
提
と
し
て
…
筑
波
法
政
第
三
号

権
利
の
譲
渡
担
保
（
1
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
五
二
巻
六
号

権
利
の
譲
渡
担
保
（
2
・
完
） …
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
五
二
巻
七
号

　
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年

ド
イ
ツ
に
お
け
る
撤
回
で
き
な
い
代
理
…
…
…
…
…
…
筑
波
法
政
第
四
号

　
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年

将
来
債
権
の
担
保
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
一
〇
号

銀
行
取
引
約
定
書
ひ
な
型
等
の
改
善
に
関
す
る
要
望
書
に
つ
い
て
（
2
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
五
五
巻
四
号

権
利
の
譲
渡
担
保
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
四
五
号

　
昭
和
五
十
九
（
一
九
八
四
）
年

集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
と
代
理
受
領
・
振
込
指
定
（
上
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
五
六
巻
一
二
号

　
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年

集
合
債
権
の
譲
渡
担
保
と
代
理
受
領
・
振
込
指
定
（
下
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
五
七
巻
一
号

代
理
受
領
・
振
込
指
定
の
担
保
機
能
（
1
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
近
大
法
学
三
二
巻
二
・
三
・
四
号

履
行
補
助
者
…
星
野
英
一
編
『
民
法
講
座
第
四
巻
債
権
総
論
』（
有
斐
閣
）

　
昭
和
六
十
一
（
一
九
八
六
）
年

債
権
の
譲
渡
担
保
・
そ
の
他
の
担
保
方
法

…
米
倉
明
ほ
か
編『
金
融
担
保
法
講
座
第
三
巻
非
典
型
担
保
』（
筑
摩
書
房
）

履
行
補
助
者
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
教
室
六
七
号

　
昭
和
六
十
二
（
一
九
八
七
）
年

担
保
法
制
の
現
在
と
将
来
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
七
五
号

「
転
質
の
法
的
性
質
と
要
件
・
効
果
」「
不
動
産
質
の
機
能
」「
権
利
質
と

権
利
譲
渡
担
保
」

…
…
…
…
伊
藤
進
編
『
法
学
ガ
イ
ド
民
法
Ⅲ
担
保
物
権
』（
日
本
評
論
社
）

代
理
受
領
・
振
込
指
定
の
担
保
機
能
（
2
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
近
大
法
学
三
五
巻
一
・
二
号
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昭
和
六
十
三
（
一
九
八
八
）
年

根
抵
当
権
を
社
債
の
担
保
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
手
形
研
究
三
二
巻
一
四
号

民
法
505
条
〔
相
殺
〕
―
520
条
〔
混
同
〕

…
伊
藤
進
ほ
か
編
『
逐
条
民
法
特
別
法
講
座
民
法
・
債
権
総
論
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

　
平
成
元
（
一
九
八
九
）
年

い
わ
ゆ
る
原
野
商
法
を
め
ぐ
る
諸
問
題
（
1
） …
近
大
法
学
三
六
巻
二
号

代
理
受
領
の
担
保
構
造
と
そ
の
効
力
…
…
…
…
法
律
時
報
六
一
巻
一
三
号

　
平
成
二
（
一
九
九
〇
）
年

法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
の
対
外
的
効
力
…
…
…
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
四
号

　
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年

相
殺
の
第
三
者
効
は
、
現
状
の
ま
ま
で
よ
い
か

…
椿
寿
夫
編
『
講
座
・
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
・
債
権
総
論
（
2
）』（
日
本
評
論
社
）

譲
渡
担
保
の
認
定
と
仮
登
記
担
保
法
の
適
用
…
…
法
律
時
報
六
三
巻
六
号

譲
渡
担
保
の
法
的
構
成
と
効
力

…
…
…
…
下
森
定
＝
須
永
醇
編
『
物
権
法
重
要
論
点
研
究
』（
酒
井
書
店
）

民
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
「
担
保
」 …
…
…
…
…
…
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
八
号

　
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年

代
理
受
領
を
め
ぐ
る
判
例
法
理
の
検
討

…  

森
泉
章
ほ
か
編
『
現
代
民
法
学
の
基
本
問
題
：
内
山
尚
三
・
黒
木
三
郎
・

石
川
利
夫
先
生
還
暦
記
念
』（
第
一
法
規
出
版
）

権
利
の
譲
渡
担
保
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
六
五
巻
九
号

譲
渡
担
保
に
お
け
る
法
律
構
成

…
林
良
平
＝
甲
斐
道
太
郎
編『
谷
口
知
平
先
生
追
悼
論
文
集（
第
三
巻
）』（
信
山
社
）

　
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年

代
理
受
領
と
法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
の
競
合
（
1
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
一
八
巻
二
号

　
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

更
生
手
続
開
始
と
代
理
受
領
権
付
債
権
…
…
…
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
六
六
号

不
動
産
非
典
型
担
保
理
論
の
再
検
討
…
…
…
…
…
土
地
問
題
双
書
三
一
号

非
典
型
担
保

…
…
長
尾
治
助
＝
中
坊
公
平
編
『
セ
ミ
ナ
ー
生
活
者
と
民
法
』（
悠
々
社
）

不
動
産
非
典
型
担
保
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
三
一
号

不
動
産
非
典
型
担
保
の
問
題
点
…
…
…
…
…
…
…
…
別
冊
Ｎ
Ｂ
Ｌ
三
一
号

　
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年

代
理
受
領
と
法
定
相
殺
・
相
殺
予
約
の
競
合
（
2
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
一
九
巻
四
号

不
動
産
非
典
型
担
保
（
日
本
私
法
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
五
八
号

賃
料
債
権
の
物
上
代
位
と
敷
金
返
還
請
求
権
の
保
護
…
Ｎ
Ｂ
Ｌ
六
〇
二
号

不
動
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
実
行
権
能
と
実
行
方
法

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
九
八
号

　
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年

不
動
産
譲
渡
担
保
に
お
け
る
使
用
収
益
権

…  

『
民
法
に
お
け
る
「
責
任
」
の
横
断
的
考
察
：
伊
藤
進
教
授
還
暦
記
念

論
文
集
』（
第
一
法
規
出
版
）
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平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年

現
代
取
引
と
物
権
法
定
主
義

…  

伊
藤
進
ほ
か
編『
現
代
取
引
法
の
基
礎
的
課
題
：
椿
寿
夫
教
授
古
稀
念
』

（
有
斐
閣
）

同
時
履
行
の
抗
弁
権
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
教
室
二
三
一
号

　
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年

ド
イ
ツ
銀
行
普
通
取
引
約
款
と
銀
行
取
引
約
定
書
の
比
較
―
担
保
法
を
中

心
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
融
法
務
一
五
七
六
号

不
動
産
質
権
の
登
記

…
鎌
田
薫
ほ
か
編『
新
・
不
動
産
登
記
講
座
第
5
巻
各
論
Ⅱ
』（
日
本
評
論
社
）

担
保
（
特
集
・
銀
行
取
引
約
定
書
の
理
論
的
課
題
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
銀
行
法
務
21
五
八
三
号

　
平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年

抵
当
権
の
対
抗
力
を
拡
張
す
る
判
決
に
疑
問
…
…
金
融
法
務
一
六
〇
七
号

私
法
学
会
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
非
典
型
担
保
理
論
の
再
検
討
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
六
三
号

ド
イ
ツ
銀
行
普
通
取
引
約
款
と
銀
行
取
引
約
定
書
の
比
較
―
担
保
法
を
中

心
に
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
融
法
研
究
十
七
号

定
期
借
地
・
定
期
借
家

…
…
…
…
…
…
高
橋
弘
ほ
か
編
『
現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
』（
成
文
堂
）

不
動
産
非
典
型
担
保
の
再
構
成

…  

『
觀
源
鄭
照
根
教
授
華
甲
記
念
論
文
集
・
現
代
民
事
法
学
の
課
題
』（
韓

国
・
現
代
企
画
出
版
）

相
殺
予
約
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
七
三
巻
一
一
号

　
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年

担
保
不
動
産
・
資
産
の
流
動
化
…
…
…
…
…
…
…
…
民
事
研
修
五
三
七
号

非
典
型
担
保
の
検
討
方
法

…  

潮
見
佳
男
編
集
代
表
『
民
法
学
の
軌
跡
と
展
望
：
國
井
和
郎
先
生
還
暦

記
念
』（
日
本
評
論
社
）

砂
利
採
取
に
関
す
る
全
国
調
査
（
1
） …
…
…
…
広
島
法
学
二
五
巻
四
号

日
独
担
保
法
の
比
較
―
そ
の
特
徴
と
課
題
…
…
…
…
比
較
法
研
究
六
三
号

砂
利
採
取
に
関
す
る
全
国
調
査
（
2
・
完
） …
…
広
島
法
学
二
六
巻
二
号

　
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
抵
当
不
動
産
の
使
用
収
益
権
（
1
）」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
六
巻
四
号

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
根
抵
当
権
、
総
括
」 …
…
…
…
広
島
法
学
二
七
巻
一
号

敷
金
返
還
請
求
権
の
発
生
時
期
と
分
別
管
理
義
務

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
七
五
巻
八
号

広
島
県
に
お
け
る
砂
利
採
取
禁
止
（
1
） …
…
…
広
島
法
学
二
七
巻
二
号

　
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年

相
殺
予
約
…
…
…
椿
寿
夫
編
『
予
約
法
の
総
合
的
研
究
』（
日
本
評
論
社
）

一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｎ
Ｂ
Ｌ
七
八
八
号

抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
の
求
償
権
と
372
条
、
351
条

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
九
八
号

不
動
産
の
証
券
化
・
流
動
化

…  

下
森
定
編
集
代
表
『
現
代
民
事
法
学
の
構
想
：
内
山
尚
三
先
生
追
悼
』
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（
第
一
法
規
出
版
）

　
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年

譲
渡
担
保
と
供
託
物
の
取
戻
し
（
496
条
２
項
）

…  

椿
寿
夫
・
中
舎
宏
樹
編
著
『
解
説
類
推
適
用
か
ら
み
る
民
法
』（
日
本

評
論
社
）

賃
料
を
め
ぐ
る
抵
当
権
の
効
力
…
…
…
広
島
大
学
法
科
大
学
院
論
集
一
号

生
態
系
の
保
全
（
堀
田
親
臣
と
共
著
）

…
中
山
充
・
横
山
信
二
編
著
『
地
域
か
ら
考
え
る
環
境
法
』（
嵯
峨
野
書
院
）

担
保
法
改
正
と
賃
貸
借
契
約
―
最
近
の
重
要
事
項
説
明
書

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
律
時
報
七
七
巻
六
号

不
動
産
の
証
券
化
―
日
本
法
か
ら
の
示
唆
…
…
…
土
地
問
題
双
書
三
六
号

担
保
法
の
改
正
と
保
証
制
度
の
見
直
し

…
…
…
…
…
髙
橋
弘
ほ
か
編
『
現
代
民
事
法
改
革
の
動
向
Ⅱ
』（
成
文
堂
）

　
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年

一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
―
そ
の
発
展
と
効
力

…  

堀
龍
児
ほ
か
編
『
担
保
制
度
の
現
代
的
展
開
：
伊
藤
進
先
生
古
稀
記
念

論
文
集
』（
日
本
評
論
社
）

　
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年

不
動
産
譲
渡
担
保
の
認
定
と
効
力
…
…
…
…
…
…
…
…
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
九
号

不
動
産
の
譲
渡
担
保
と
登
記
…
…
…
…
広
島
大
学
法
科
大
学
院
論
集
三
号

バ
ブ
ル
経
済
後
の
不
動
産
担
保
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
一
巻
一
号

不
動
産
譲
渡
担
保
の
第
三
者
に
対
す
る
効
力

…
…
『
遠
藤
光
男
元
最
高
裁
判
所
判
事
喜
寿
記
念
文
集
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
）

骨
材
供
給
と
環
境
問
題
―
海
砂
採
取
転
換
の
影
響

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
一
巻
二
号

　
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年

債
権
譲
渡
担
保
論
の
批
判
的
検
討
（
1
） …
…
…
広
島
法
学
三
一
巻
四
号

非
典
型
担
保
は
ど
の
よ
う
に
規
定
す
れ
ば
よ
い
か

…
…
…
…
…
…
椿
寿
夫
ほ
か
編
『
民
法
改
正
を
考
え
る
』（
日
本
評
論
社
）

集
合
動
産
・
債
権
譲
渡
担
保
規
定
の
立
法
を
ど
う
考
え
る
か

…
…
…
…
…
…
椿
寿
夫
ほ
か
編
『
民
法
改
正
を
考
え
る
』（
日
本
評
論
社
）

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年

一
部
代
位
と
担
保
保
存
義
務

…
千
葉
恵
美
子
ほ
か
編『
ロ
ー
プ
ラ
ク
テ
イ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
編
』（
商
事
法
務
）

相
殺
の
担
保
的
機
能

…
千
葉
恵
美
子
ほ
か
編『
ロ
ー
プ
ラ
ク
テ
イ
ス
民
法
Ⅱ
債
権
編
』（
商
事
法
務
）

法
教
育
に
お
け
る
私
法
分
野
教
育
の
意
義
と
課
題

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
八
九
号

　
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年

福
島
原
発
事
故
に
お
け
る
放
射
能
汚
染
の
法
的
責
任

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
五
巻
三
号

東
日
本
震
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と
被
災
者
の
法
的
支
援

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
五
巻
三
号

債
権
譲
渡
担
保
論
の
批
判
的
検
討
（
2
） …
…
…
広
島
法
学
三
五
巻
四
号

動
産
・
債
権
の
譲
渡
及
び
担
保
に
関
す
る
法
律
の
日
韓
比
較
（
金
鉉
善
と

共
著
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
六
巻
一
号
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平
成
二
十
五
（
二
〇
一
三
）
年

質
権
の
要
物
性
要
件
の
強
行
法
性
、
仮
登
記
担
保
法
規
定
の
強
行
法
性
、

買
戻
し
の
強
行
法
性

…
…
…
…
椿
寿
夫
編
『
任
意
法
と
強
行
法
で
み
る
民
法
』（
日
本
評
論
社
）

敷
引
特
約
等
と
最
近
の
最
高
裁
判
決
…
…
…
消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
九
五
号

担
保
権
の
登
記

…
…
…
…
…
…
…
…
七
戸
克
彦
監
修
『
条
解
不
動
産
登
記
法
』（
弘
文
堂
）

債
権
譲
渡
担
保
論
の
批
判
的
検
討
（
3
・
完
） …
広
島
法
学
三
七
巻
一
号

　
平
成
二
十
七
（
二
〇
一
五
）
年

東
日
本
大
震
災
を
め
ぐ
る
立
法
と
課
題
―
居
住
権
保
護
・
原
発
事
故
責
任
・

備
え
の
重
要
性
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
八
巻
四
号

日
本
法
に
お
け
る
根
抵
当
権

…
近
江
幸
治
＝
道
垣
内
弘
人
編『
日
中
韓
に
お
け
る
抵
当
権
の
現
在
』（
成
文
堂
）

担
保
法
の
国
際
的
動
向
―
ド
イ
ツ
法
…
…
…
…
…
…
比
較
法
研
究
七
七
号

　
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年

わ
が
国
に
お
け
る
根
抵
当
権
の
生
成
・
比
較
・
行
方

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
九
巻
三
号

　
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年

多
数
当
事
者

…  

鎌
野
邦
樹
編
集
代
表
『
論
点
解
説
民
法
（
債
権
法
）
改
正
と
不
動
産
取

引
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
株
式
会
社
）

東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
釜
石
の
奇
跡
と
悲
劇
…
広
島
法
学
四
二
巻
二
号

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
意
義
と
課
題
（
1
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
四
二
巻
二
号

　
平
成
三
十
一
／
令
和
元
（
二
〇
一
九
）
年

民
法
・
特
別
法
上
の
法
人
制
度
と
最
近
の
動
向

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
崇
實
大
学
校
法
学
論
叢
四
三
号

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
に
お
け
る
法
定
相
殺
の
意
義
と
課
題

…  

道
垣
内
弘
人
ほ
か
編
『
社
会
の
発
展
と
民
法
学
：
近
江
幸
治
先
生
古
稀

記
念
論
文
集
下
巻
』（
成
文
堂
）

リ
ー
ス
物
件
被
害
と
損
害
賠
償
請
求
権
者
…
…
…
…
交
通
法
研
究
四
七
号

一
般
法
人
・
公
益
法
人
・
営
利
法
人
の
共
通
性
と
独
自
性

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
福
山
大
学
経
済
学
論
集
四
三
巻
一
・
二
合
併
号

民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
意
義
と
課
題
（
2
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
四
三
巻
一
号

不
動
産
問
題
と
消
費
者
法
―
特
に
原
野
商
法
を
め
ぐ
る
問
題
点

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
現
代
消
費
者
法
四
四
号

仮
登
記
担
保
法
・
特
別
法
の
抵
当
権

…
…
…
…
…
森
田
修
編
『
新
注
釈
民
法
（
7
）
物
権
（
4
）』（
有
斐
閣
）

大
規
模
災
害
の
被
災
地
に
お
け
る
居
住
権
の
保
護

…  

花
房
博
文
ほ
か
編
『
土
地
住
宅
の
法
理
論
と
展
開
：
藤
井
俊
二
先
生
古

稀
祝
賀
論
文
集
』（
成
文
堂
）

三
　
判
例
研
究

　
昭
和
五
十
六
（
一
九
八
一
）
年

債
権
質
権
設
定
に
つ
い
て
第
三
債
務
者
の
し
た
質
権
者
を
特
定
し
な
い
承
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諾
の
性
質
（
東
京
地
判
昭
和
五
四
・
八
・
一
五
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
三
九
号

　
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年

民
四
六
七
条
の
「
債
務
者
ニ
対
抗
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
」
の
意
義
（
最
判
昭

和
五
六
・
一
〇
・
一
三
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
民
商
法
雑
誌
八
六
巻
四
号

　
昭
和
五
十
八
（
一
九
八
三
）
年

譲
渡
担
保
設
定
者
の
不
法
占
有
者
に
対
す
る
返
還
請
求
権
（
最
判
昭
和

五
七
・
九
・
二
八
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
民
商
法
雑
誌
八
八
巻
三
号

　
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年

損
害
賠
償
額
の
予
定
に
関
す
る
特
約
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
履
行
不
能
に

よ
る
解
除
を
し
な
い
填
補
賠
償
請
求
（
東
京
地
判
平
成
二
・
四
・
一
七
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
四
号

　
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年

賃
貸
中
の
建
物
の
譲
渡
担
保
と
担
保
権
者
の
敷
金
返
還
義
務
（
東
京
地
判

平
成
二
・
一
一
・
五
）

…
…
…
…
…
…
…
…
椿
寿
夫
編
集
代
表
『
担
保
法
の
判
例
Ⅱ
』（
有
斐
閣
）

無
限
定
な
包
括
的
将
来
債
権
譲
渡
の
効
力
（
東
京
地
判
昭
和

六
〇
・
一
〇
・
二
二
） …
椿
寿
夫
編
集
代
表
『
担
保
法
の
判
例
Ⅱ
』（
有
斐
閣
）

甲
乙
建
物
へ
の
各
抵
当
権
設
定
と
甲
乙
建
物
合
体
後
に
お
け
る
抵
当
権
存

続
の
肯
否
（
最
判
平
成
六
・
一
・
二
五
） …
…
…
…
…
法
学
教
室
一
六
八
号

　
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

弁
済
期
後
に
お
け
る
譲
渡
担
保
権
者
の
目
的
不
動
産
処
分
と
受
戻
の
許
否

（
最
判
平
成
六
・
二
・
二
二
） …
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
一
一
号

住
宅
ロ
ー
ン
融
資
の
不
実
行
と
売
買
契
約
の
解
除
・
無
効
（
東
京
地
判
平

成
五
・
一
一
・
二
五
） …
…
…
…
…
『
消
費
者
取
引
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
）

　
平
成
八
（
一
九
九
六
）
年

物
上
保
証
人
と
事
前
求
償
権
（
最
判
平
成
二
・
一
二
・
一
八
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
〔
第
四
版
〕』（
有
斐
閣
）

建
物
の
譲
渡
担
保
権
設
定
者
が
土
地
の
占
有
権
原
を
失
っ
た
場
合
に
お
け

る
建
物
譲
渡
担
保
権
者
の
建
物
収
去
土
地
明
渡
義
務（
大
阪
高
判
平
成
七
・

五
・
二
五
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
判
例
評
論
四
四
九
号

譲
渡
担
保
権
者
と
滌
除
権
（
最
判
平
成
七
・
一
一
・
一
〇
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
融
判
例
研
究
六
号

　
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年

譲
渡
担
保
設
定
者
の
受
戻
権
放
棄
に
よ
る
清
算
金
支
払
請
求
の
可
否
（
最

判
平
成
八
・
一
一
・
二
二
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
教
室
二
〇
〇
号

不
動
産
譲
渡
担
保
の
受
戻
権
放
棄
と
清
算
金
請
求
権
の
関
係
（
最
判
平
成

八
・
一
一
・
二
二
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
一
巻
二
号

　
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年

一
個
の
不
動
産
の
全
体
を
目
的
と
す
る
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
場
合

に
お
け
る
抵
当
不
動
産
の
共
有
持
分
の
第
三
取
得
者
に
よ
る
滌
除
の
可
否

（
最
判
平
成
九
・
六
・
五
） …
…
…
…
…
…
…
…
民
商
法
雑
誌
一
一
八
巻
三
号

　
平
成
十
二
（
二
〇
〇
〇
）
年

賃
料
債
権
に
対
す
る
物
上
代
位
権
の
行
使
と
保
証
金
返
還
請
求
権
に
よ
る

相
殺
の
抗
弁
権
（
東
京
地
判
平
成
一
一
・
五
・
一
〇
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
一
号
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平
成
十
三
（
二
〇
〇
一
）
年

民
法
一
九
四
条
に
基
づ
き
盗
品
等
の
引
渡
し
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
占
有

者
は
代
価
弁
償
が
あ
る
ま
で
右
盗
品
等
を
使
用
収
益
で
き
る
か
な
ど
（
最

判
平
成
一
二
・
六
・
二
七
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
判
例
評
論
五
〇
五
号

会
員
制
レ
ジ
ャ
ー
ク
ラ
ブ
の
ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
を
廃
止
し
て
そ
の
跡
地
に
新

ゴ
ル
フ
コ
ー
ス
を
増
設
し
た
場
合
に
お
け
る
従
前
会
員
の
施
設
利
用
権

（
最
判
平
成
一
一
・
一
一
・
九
） …
金
融
商
事
判
例
別
冊
『
ゴ
ル
フ
法
判
例
72
』

集
合
債
権
譲
渡
予
約
と
目
的
債
権
の
特
定
性
（
最
判
平
成

一
二
・
四
・
二
一
） …
…
…
…
『
平
成
12
年
度
重
要
判
例
解
説
』（
有
斐
閣
）

物
上
保
証
人
と
事
前
求
償
権
（
最
判
平
成
二
・
一
二
・
一
八
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…『
民
法
判
例
百
選
Ⅱ
債
権
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
）

　
平
成
十
四
（
二
〇
〇
二
）
年

抵
当
権
者
の
物
上
代
位
に
よ
る
賃
料
債
権
の
差
押
え
と
賃
借
人
の
賃
貸
人

に
対
す
る
債
権
で
の
合
意
相
殺
と
の
優
劣
（
最
判
平
成
一
三
・
三
・
一
三
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
四
号

　
平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年

有
価
証
券
に
表
章
さ
れ
た
金
銭
債
権
を
受
働
債
権
と
す
る
相
殺
と
証
券
の

占
有
の
要
否
（
最
判
平
成
一
三
・
一
二
・
一
八
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
二
六
号

　
平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年

い
わ
ゆ
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
譲
渡
担
保
合
意
の
効
力
（
最
判

平
成
一
五
・
一
二
・
一
九
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
〇
号

　
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年

い
わ
ゆ
る
一
括
支
払
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
代
物
弁
済
条
項
の
対
内
効
（
東

京
地
判
平
成
一
七
・
四
・
二
六
） …
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
三
号

　
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年

国
税
の
法
定
納
期
限
等
以
前
に
将
来
債
権
の
譲
渡
担
保
契
約
を
締
結
し
第

三
者
対
抗
要
件
を
具
備
し
た
場
合
と
国
税
徴
収
法
二
四
条
六
項
の
適
用

（
最
判
平
成
一
九
・
二
・
一
五
） …
…
…
…
…
私
法
判
例
リ
マ
ー
ク
ス
三
六
号

譲
受
人
が
背
信
的
悪
意
者
の
場
合
の
債
務
者
の
受
戻
権
（
最
判
平
成
六
・

二
・
二
二
） …
…
…
…
…『
不
動
産
取
引
判
例
百
選
〔
第
三
版
〕』（
有
斐
閣
）

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年

不
動
産
譲
渡
担
保
の
実
行
（
最
判
平
成
六
・
二
・
二
二
）

…
…
…
…
…
…『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
六
版
〕』（
有
斐
閣
）

　
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年

集
合
動
産
譲
渡
担
保
（
最
判
昭
和
五
四
・
二
・
一
五
、
最
判
昭
和

五
七
・
一
〇
・
一
四
、
最
判
平
成
一
八
・
七
・
二
〇
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
判
例
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
民
法
1
』（
信
山
社
）

年
金
担
保
貸
付
の
違
法
性
（
福
岡
地
判
平
成
二
一
・
四
・
二
三
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
金
融
商
事
判
例
一
三
三
六
号

取
引
経
験
の
な
い
者
の
投
資
取
引
（
大
阪
高
判
平
成
二
〇
・
六
・
三
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
『
消
費
者
法
判
例
百
選
』（
有
斐
閣
）

　
平
成
二
十
六
（
二
〇
一
四
）
年

不
動
産
譲
渡
担
保
の
実
行
（
最
判
平
成
六
・
二
・
二
二
）

…
…
…
…
…
…『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
七
版
〕』（
有
斐
閣
）
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平
成
二
十
九
（
二
〇
一
七
）
年

所
有
権
留
保
・
担
保
権
（
①
最
判
昭
和
四
六
・
一
・
二
六
、
②
最
判
昭
和

四
三
・
一
〇
・
一
八
） …
…『
交
通
事
故
判
例
百
選
〔
第
五
版
〕』（
有
斐
閣
）

　
平
成
三
十
（
二
〇
一
八
）
年

不
動
産
譲
渡
担
保
の
実
行
（
最
判
平
成
六
・
二
・
二
二
）

…
…
…
…
…
…『
民
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
則
・
物
権
〔
第
八
版
〕』（
有
斐
閣
）

四
　
解
説
・
共
同
意
見
・
書
評
・
資
料
・
そ
の
他

　
昭
和
五
十
五
（
一
九
八
〇
年
）
年

ド
イ
ツ
債
権
法
仮
訳
と
解
説
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
414
・
415
条
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
律
時
報
五
二
巻
九
号

　
昭
和
五
十
七
（
一
九
八
二
）
年

ド
イ
ツ
債
権
法
仮
訳
と
解
説
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
549
―
551
条
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
律
時
報
五
四
巻
八
号

ド
イ
ツ
債
権
法
仮
訳
と
解
説
「
Ｂ
Ｇ
Ｂ
552
・
552
条
ａ
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

法
律
時
報
五
四
巻
一
〇
号

　
昭
和
六
十
（
一
九
八
五
）
年

金
銭
貸
借
と
担
保
…
…
…
…
…
平
場
安
治
編
『
法
学
入
門
』（
青
林
書
院
）

　
平
成
三
（
一
九
九
一
）
年

最
近
の
担
保
判
例
と
そ
の
評
価
（
検
討
会
） …
…
法
律
時
報
六
三
巻
八
号

　
平
成
四
（
一
九
九
二
）
年

「
取
得
時
効
」「
消
滅
時
効
」

…  

半
田
正
夫
編『
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ
民
法
ゼ
ミ
ナ
ー
ル〔
問
題
と
ヒ
ン
ト
〕』

（
一
粒
社
）

学
界
回
顧
―
ド
イ
ツ
法
（
私
法
） …
…
…
…
…
法
律
時
報
六
四
巻
一
三
号

　
平
成
五
（
一
九
九
三
）
年

学
界
回
顧
―
ド
イ
ツ
法
（
私
法
） …
…
…
…
…
法
律
時
報
六
五
巻
一
三
号

　
平
成
六
（
一
九
九
四
）
年

椿
寿
夫
教
授
主
要
研
究
目
録

…  

椿
寿
夫
編
『
講
座
・
現
代
契
約
と
現
代
債
権
の
展
望
・
担
保
契
約
』（
日

本
評
論
社
）

学
界
回
顧
―
ド
イ
ツ
法
（
私
法
） …
…
…
…
…
法
律
時
報
六
六
巻
一
三
号

　
平
成
七
（
一
九
九
五
）
年

Ｂ
Ｇ
Ｂ
549
条
〜
552
条
ａ
「
賃
貸
借
」、768
条
〜
770
条
、775
条
〜
778
条
「
保
証
」、

809
条
〜
811
条
「
物
の
呈
示
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』（
三
省
堂
）

学
界
回
顧
―
ド
イ
ツ
法
（
私
法
） …
…
…
…
…
法
律
時
報
六
七
巻
一
三
号

　
平
成
十
（
一
九
九
八
）
年

「
借
家
制
度
等
に
関
す
る
論
点
」
に
対
す
る
意
見
 …
広
島
法
学
二
二
巻
一
号

「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
課
題
」
に
お
け
る
倒
産
実
体
法
に
つ
い

て
の
意
見
（
1
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
二
巻
二
号

　
平
成
十
一
（
一
九
九
九
）
年

「
倒
産
法
制
に
関
す
る
改
正
検
討
課
題
」
に
お
け
る
倒
産
実
体
法
に
つ
い

て
の
意
見
（
2
・
完
） …
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
二
巻
三
号

「
成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
対
す
る
意
見
（
1
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
二
巻
三
号
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「
成
年
後
見
制
度
の
改
正
に
関
す
る
要
綱
試
案
」
に
対
す
る
意
見
（
2
・
完
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
二
巻
四
号

鈴
木
禄
弥
『
抵
当
制
度
の
研
究
』

…
…
…
…
…
…
…
…
加
藤
雅
信
ほ
か
編
『
民
法
学
説
百
年
史
』（
三
省
堂
）

　
平
成
一
四
（
二
〇
〇
二
）
年

「
担
保
・
執
行
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」
に
対
す
る
意
見

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
六
巻
二
号

「
建
物
区
分
所
有
法
改
正
要
綱
中
間
試
案
」
に
対
す
る
意
見

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
六
巻
二
号

　
平
成
十
六
（
二
〇
〇
四
）
年

﹇
特
集
﹈
全
国
法
学
部　

こ
れ
が
民
法
の
試
験
問
題
だ
・
物
権
法
・
広
島

大
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
八
九
号

ベ
ー
シ
ッ
ク
ラ
ー
ニ
ン
グ
＠
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
物
権
法
…
…
第
一
法
規
出
版

「
動
産
・
債
権
譲
渡
に
係
る
公
示
制
度
の
整
備
に
関
す
る
要
綱
中
間
試
案
」

に
対
す
る
意
見
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
二
六
巻
二
号

　
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年

髙
橋
弘
先
生
―
そ
の
人
と
学
問
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
一
巻
四
号

　
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年

小
学
校
に
お
け
る
私
法
に
関
す
る
法
関
連
教
育
の
授
業
開
発（
西
本
聖
史
、

川
上
秀
和
、
二
階
堂
年
恵
と
共
同
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
三
巻
一
号

今
を
語
る
２
０
０
８
―
２
０
０
９「
バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
の
担
保
法
改
正
」

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
大
学
ア
ル
バ
ム
２
０
０
９

　
平
成
二
十
二
（
二
〇
一
〇
）
年

高
等
学
校
に
お
け
る
所
有
権
に
関
す
る
法
関
連
教
育
の
授
業
開
発
（
西
本

聖
史
、
蓮
尾
陽
平
、
二
階
堂
年
恵
と
共
同
執
筆
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
四
巻
一
号

　
平
成
二
十
四
（
二
〇
一
二
）
年

韓
国
に
お
け
る
「
動
産
・
債
権
の
譲
渡
等
の
担
保
に
関
す
る
法
律
」
及
び

関
連
法
規
（
金
鉉
善
と
共
著
） …
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
三
六
巻
一
号

　
平
成
二
十
八
（
二
〇
一
六
）
年

ド
イ
ツ
物
権
法
条
文
訳
―
抵
当
権
（
2
）
１
１
２
３
条
〜
１
１
３
０
条

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
広
島
法
学
四
〇
巻
一
号

五
　
報
告
書

　

平
成
十
五
（
二
〇
〇
三
）
年

瀬
戸
内
海
地
域
の
環
境
保
全
と
海
域
利
用
に
関
す
る
総
合
的
法
学
研
究

（
基
盤
研
究
Ｂ
、
代
表
中
山
充
、
香
川
大
学
、
研
究
分
担
者
）

金
融
担
保
制
度
に
関
す
る
実
体
法
と
手
続
法
の
研
究
（
基
盤
研
究
Ｃ
、
広

島
大
学
、
研
究
代
表
者
）

　
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年

非
典
型
担
保
の
実
態
・
解
釈
・
立
法
（
基
盤
研
究
Ｂ
、
代
表
鳥
谷
部
茂
、

広
島
大
学
、
研
究
代
表
者
）

　
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年

瀬
戸
内
海
地
域
の
環
境
保
全
と
管
理
法
制
に
関
す
る
法
学
的
研
究
（
基
盤

研
究
Ｂ
、
代
表
横
山
信
二
、
愛
媛
大
学
、
研
究
分
担
者
）


